
　（１）自転車保険の義務化

自転車利用者

自転車損害賠償保険等

加入が義務化！

自転車事故による被害者の経済的救済と

加害者の賠償責任の補償を図るためです。

愛媛県では令和２年４月1日から

Q

Q

Q

愛媛県内において自転車を利用する場合

子どもが自転車を利用する場合

従業員が業務で自転車を利用する場合

レンタサイクルを貸し付ける場合

保護者

事業者

自転車貸付事業者



自転車利用者向け保険 自転車事故に備えた保険

自動車保険の特約

火災保険の特約

傷害保険等の特約

自動車保険の特約で付帯した保険
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火災保険の特約で付帯した保険

傷害保険等の特約で付帯した保険

個人賠償
責任保険

団体保険

自転車の車体に付帯した保険TSマーク付帯保険

共済 こくみん共済、JA共済、県民共済など

会社等の団体保険

PTAの保険 PTAや学校が窓口となる保険

団体の構成員向けの保険

わからないはい

保険の種類 保険の概要

はい

わからない

わからない いいえ

いいえ

いいえ

はい

わからないはい いいえ

ご加入の保険会社などに

ご確認ください！

自転車利用中の事故により他人にケガをさせてしまった場合

など、相手の生命又は身体の損害を補償できる保険に加入し

ていますか？

共済、団体保険（職場の保険・学校のＰ

ＴＡ保険など）のいずれかに加入してい

ますか？

自転車損害賠償保険に相当する補償が基本補償

又は特約※としてついていますか？
※ 特約の名称は、個人賠償責任保険や日常生活賠償の特約
など、保険会社によって異なります。

加入済み
下の表を参考に加入

してください！！

ＯＫ 要確認！ 要加入！！

自転車事故の保険加入状況チェックシート

自動車保険、傷害保険、火災保険のいずれかに

加入していますか？


